
令和７（2025）年10月から
伝搬障害防止区域の対象に

水上も加わりました
令和7年4月に行われた電波法の一部改正（令和７年法律第27号）により

電波伝搬障害防止制度が改正されました

お問い合わせ先等は裏面をご覧ください

【電波伝搬障害防止制度とは】
本制度は、電気通信業務、人命・財産の保護
や治安の維持等の用に供する重要無線通信※１

について、総務大臣が必要の範囲内で電波の
伝搬障害防止のために一定の区域（伝搬障害
防止区域）を指定し、その区域内において、
高層建築物等※２による通信の突然の遮断を
回避することを目的としています。

届出内容を審査の結果、電波伝搬障害の発生が見込ま
れる場合、その原因となる部分の工事に対し、最大２年間の
制限がかかるとともに、重要無線通信免許人と建築主による
障害防止のための協議が行われ、その後、必要な対策が講じ
られることで、電波伝搬障害の防止が可能となります。

 近年、洋上風力発電設備等の水上の工作物
が増加しており、水上において電波伝搬障害が
生じるおそれが高まっています。

 このため、水上を通る重要無線通信の確保に
万全を期すことを目的に、水上も伝搬障害防止
区域に指定可能とし、当該区域内の水上に高層
建築物等※を設置する場合、建築主による事前
の届出を義務づける法改正を実施しました。

【水上における電波伝搬障害の防止】

※１ 890メガヘルツ以上の周波数の電波による特定の固定地点間
の無線通信であって、上記２つのほか、放送業務、気象業務、電
気供給業務、列車運行業務を含む６用途に供するものをいいます。
※２ 最高部の高さが31メートルを超える建築物その他の工作物
が該当します。

伝搬障害防止区域図のイメージ

用途別の指定区域総数の推移（令和2年度～6年度）

＊気象業務と列車運行
業務は少数のため、
グラフには非表示
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伝搬障害防止区域内で高さ31ｍを超える高層建築物等を建築する
ときは、総務大臣への届出が必要です

遮断の
おそれ

※ 伝搬障害防止区域図は、インターネットで「伝搬障害防止区域
図縦覧システム」にアクセスいただくか、総合通信局等の窓口等で
ご覧いただけます。

※ 水上の高層建築物等については、現時点では主に洋上風力発電設備等（洋上風力発電設備及びその関連設備をいう。）を想定して
おります。なお、将来的には海底資源採掘用の洋上プラットフォーム等の工作物も想定されます。



伝搬障害防止区域内の水上 に高 さ 3 1 メ ー ト ル を 超 え る
高層建築物等 (主に洋上風力発電設備等 ) を設置され る
場 合 、 新 た に 電 波 法 に よ る 規 制 の 対 象 と な り ま す

・ 電波伝搬路が水上を通過する無線局免許を申請される際、水上を含む伝搬障害防止
区域の指定を希望される場合は、「伝搬障害防止区域の指定願」及び必要書類を
総合通信局等に提出してください。

重要無線通信に係る無線局免許の申請者及び免許人の皆様

◆お問い合わせ先

※ 詳細は、総務省の電波利用ポータルサイトをご参照ください （https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/obstacle/index.htm)

・ 既にお持ちの無線局免許の電波伝搬路が水上を通過する場合であって、その水上部分に
ついて伝搬障害防止区域の指定を希望される場合も同様に、指定願等を提出してください。

ご相談、ご不明な点がございましたら、お近くの総合通信局等までお問合せください

・ 水上に伝搬障害防止区域が指定された後に、当該区域内に洋上風力発電設備等を
設置される際には、総合通信局等に対し、事前の届出が必要になります。

水上で高層建築物等を設置される事業者及び関係者の皆様

・ 伝搬障害防止区域の指定にあたり、高層建築物等によって将来的に電波伝搬障害が
発生する見込みがないか確認することとしております。そのために必要な情報として、
洋上風力発電設備等について既設のもの、施工中のもののほか、水域の占用許可
の状況等に係る情報の提供を依頼させていただく場合がございます。ご協力のほど
よろしくお願いします。

水域の占用許可や洋上風力発電の推進に係る関係行政機関の皆様
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